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北海道障がい者条例による取組の概要

参考資料

Ⅰ 障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部

（1）推進本部会議の開催

知事を本部長とし、総合的かつ計画的な障がい者施策の推進を図るため

の協議を行う。

（2）調査部会の開催

地域の課題等について学識経験者からなる調査部会で、審議し解決を図

る。

３ 障がい者
の就労支援

（1）障がい者条例に
基づく就労支援
推進計画の推進

（2）企業等と連携し
た就労支援の取
組の推進

（3）障害者就労施設
等への官公需の
発注促進

（4）障がい者条例に
基づく指定法人
制度の推進

（5）障害者就労施設
等の製品の販路
拡大

２ 障がい者が
暮らしやすい
地域づくり

（1）地域づくり委員会
の協議

（2）地域支援体制づく
りの推進

１ 権利擁護
の推進

（1）虐待や差別等
の解消

（2）障がいや障がい
者に対する道民
理解の促進
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(1)

Ⅲ「北海道障がい者条例」の主な施策（３つの柱）
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(1) 条例の理念や施
策内容について、
広く道民に周知

① 民間企業や学校等の研修会などにおいて、道職員が条例等の説明を行
う出前講座等を実施。

○ 出前講座等 ４回

② 本庁及び振興局のほか、市町村等において、条例や障害者差別解消
法、発達障がいについて、わかりやすく紹介したパネル展を開催。

③ 障がいのある方の権利擁護の推進のため、条例及び障害者差別解消法
に関するフォーラムを全道３会場において開催。

・西いぶり（伊達市） 令和４年10月20日 参加者 100名
・釧路市 令和４年11月 5日 参加者 100名
・札幌市（※） 令和４年12月16日 参加者 174名

（※）札幌市との共同主催、当日の模様を札幌市YouTubeチャンネ
ルにて事後配信（視聴者 ３８４名）※R5.６.1１時点

主な取組内容

主な取組内容

知事を本部長とする推進本部会議を開催し、施策の推進状況及び
今後の取組方針等について協議。

○ 開催月日 令和４年5月３０日
主な議題 ・令和３年度北海道障がい者条例に関する施策

の推進状況について
・令和４年度北海道障がい者条例の取組方針に

ついて
・「障害者差別解消法～６年間の歩みと、一部改正法施

行後に向けて」（意見交換）

(1) 推進本部会議の
開催

Ⅰ 障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部

Ⅱ 条例の広報

項 目

北海道障がい者条例に基づく令和４年度の主な取組

項 目
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① １４圏域に設置した地域づくり委員会において、申立等のあった
事案について協議。

○ 地域づくり委員会への協議申立等の受付件数 ３件

○ 協議申立等事案の例
入院中に住居がなくなり、公営住宅に応募したが落選。
人権擁護委員会等に相談を行い、落選理由が通知されたが、

障害福祉サービスが提供できないことなどを理由に落選したと
認識するような文書であり、『障がいの程度で公営住宅の入居
ができなければ、公営住宅に障がいのある方が誰も入居できな
いと感じた。』

② 北海道障がい者権利擁護センターの相談・報告等対応状況

○ センターへの相談・報告件数 １０７件
（うち虐待相談 ５３件）

○ 虐待相談の虐待者：養護者 ０件
（疑い） 施設従事者 ４３件

使用者 ９件
施設従事者・使用者 １件

計 ５３件

○ 虐待相談の種別・類型： 身体的虐待 ２７件
（重複あり） 性的虐待 ６件

心理的虐待 ２６件
放棄・放任 ９件
経済的虐待 ５件

計 ７３件

※参考 道内における障害者虐待防止法に基づく通報等状況（令和３年度 厚生労働省調査）

(1) 虐待や差別等の
の解消

項 目 主な取組内容

Ⅲ 「北海道障がい者条例」の主な施策

１ 権利擁護の推進

通報等 ４２２件 １３６件 １８件 ５７６件

虐待認定件数 　４６件 　２２件 ２９件 　９７件

被虐待者数 　４６人 　４２人 ４３人 １３１人

養護者虐待 施設従事者等虐待 計
使用者虐待

(北海道労働局の対応)
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① 虐待や差別、暮らしづらさに関する相談窓口や、条例、障害者虐待
防止法、障害者差別解消法等をわかりやすく説明したパンフレットを、
各種イベントにおいて配布。

② 条例の内容を解説したパネルや、障がい種別に配慮した接し方につ
いてわかりやすく映像化したＤＶＤを市町村や関係団体、障害者福祉
施設、民間企業等の職員向け研修や住民向け行事等に貸出し。

○ ５団体（学習会、授業等）

③ 本庁及び各種イベントにおいて、「意思疎通支援条例」 及び「手話
言語条例」の普及啓発を図るため、パネル展を開催。

④ 申し込みのあった小中学校において手話講座を開催、子ども向けのパ
ンフレット「障がいのある人の暮らしやすいまちづくりを考えよう」を
各種イベントにおいて配布。

(2) 障がいや障がい
者に対する道民理
解の促進

項 目 主な取組内容

１ 権利擁護の推進（つづき）

２ 障がい者が暮らしやすい地域づくり

(1) 地域づくり委員
会の協議

(2) 地域支援体制づ
くりの推進

項 目 主な取組内容

① １４圏域に設置した地域づくり委員会において、申立等のあった
事案や地域課題について協議。

○ 地域づくり委員会 １４圏域計 ２７回

① 各総合振興局・振興局と地域づくりコーディネーターが連携し、
地域づくりガイドラインを活用しながら、市町村の相談支援体制づ
くり等の取組を支援。

② （公社）北海道ろうあ連盟が設置する北海道聴覚障がい者情報セ
ンター（令和元年８月１日開設）の運営を支援。
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(1)障がい者条例に
基づく就労支援推
進計画の推進

(2) 企業等と連携し
た就労支援の取組
の推進

(3)障害者就労施設
等への官公需の発
注促進

(4) 障がい者条例に
基づく指定法人制
度の推進

(5)障害者就労施設
等の製品の販路拡
大

① 経済団体などの参画も得て「北海道障がい者就労支援推進委員
会」を開催し、第６期北海道障がい福祉計画に基づき、関係機関
と連携しながら取組を推進。

○ 北海道障がい者就労支援推進委員会 ２回

① 「障がい者就労支援企業認証制度」の登録を推進。

○ 令和５年3月31日現在 ２１０社

② 障がい者の就労を応援する企業や市町村を登録する制度（アクショ
ン）の普及推進。

○ 令和５年3月31日現在 ５９３企業、７７市町村

① 特定随意契約制度を活用するなどして、道及び市町村等による障害
者就労施設等への優先的な発注を促進。

○ 道の障害者就労施設等からの物品等の調達実績
令和３年度 ３５９件 １１７，９２２千円

① 「北海道障がい者就労支援センター」において、専用のホーム
ページ（ナイスハートネット北海道）などを活用し、企業の仕事を障害者
就労施設等につなぐ共同受注や専門家派遣による商品開発の技術指導
を実施。

○ 企業と障害者就労施設等の商談成約件数 １３４件

① 道と民間企業等との包括連携協定に基づき、大型商業施設で障害者
就労施設等の製品を販売、コンビニエンスストアチェーン店のポイン
ト交換ギフトカタログで障害者就労施設等の製品を取扱い。

○ アリオ札幌店及びイオン苫小牧店
毎月２日間開催（ １０月は３日間、イオン苫小牧店９月のみ

開催）
○ セイコーマートギフトカタログでの取扱

２０２２年度カタログに２０事業所２７アイテムが掲載

② 農福連携マルシェの開催による障害者就労施設等の製品の販売。

○ 全道５都市５会場のほか、オンラインで開催

項 目 主な取組内容

３ 障がい者の就労支援



6

件数
5

1

2

1

1

空知 石狩 後志 胆振 日高 渡島 檜山 上川 留萌 宗谷
オホー
ツク 十勝 釧路 根室 合計

2 1 3
1 1 2
3 1 1 5

視覚
障が
い

聴覚
障が
い

肢体
不自
由

内部
障が
い

その
他

不明 計

1 2 3
1 1 2 2
1 1 2 1 2 5

 

 （単位：件）

2 1 3

身体障がい

知的障がい 1 1

精神障がい 1 1 2

発達障がい
不明・その他

2 2

身体障がい 1 1

知的障がい

精神障がい

発達障がい
不明・その他 1 1

2 1 2 5

身体障がい 1 1

知的障がい 1 1

精神障がい 1 1 2

発達障がい
不明・その他 1 1

受付状況
処理の経過

※　前年からの継続案件含む

3

2

協議申立受付件数 ※

事前調査中

相談者への説明・助言による終了

相談継続中

事情の変更により終結

相談のみ

申立書受理

相談のみ

合　　計

行政 交通 教育 医療 合計

申立書受理

合計

申立書受理
相談のみ
合　　計

４　申立・相談分野別受付状況

分野 生活 制度 虐待 就労

合　　計

３　障がい種別別受付状況
（単位：件）

障がい種別

身体障がい
知的
障が
い

精神
障が
い

発達
障が
い

その
他

不明

２　圏域別受付状況
（単位：件）

圏域名

申立書受理
相談のみ

令和４年度　地域づくり委員会への協議申立等の受付状況

１　協議申立等の受付状況と処理の経過
（単位：件）

内　容
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振興局 開催回数

石狩 0

障がい者が居住できる住宅及び障がい者を支援する社会資源が少ない問題について（地域課題）

障害者差別解消支援地域協議会について

胆振 0

委員会活動における現状と課題について

要約筆記の現状と課題について

委員会への相談案件が少ない問題について

新たな地域課題の設定について

障がい者への配慮に係る実施事業について（上川圏域づくり主催のセミナー）

ヤングケアラー及び管内のヤングケアラーに関する現状について

就労支援について（地域課題）

障がい者差別に係る情報提供について

地域で暮らす障がい者の暮らしづらさに関することについて（地域課題）

市町村等の制定する条例・規則に係る精神障がい者を対象とした制限条項の該当事案について

管内で発生した障がい者に対する合理的配慮事案について

管内の障害者入所施設で発生した虐待事案について

障がい者の虐待防止と権利擁護について

選挙の投票時における障がい者への合理的配慮について（地域課題）

令和３年度に完成した動画（車椅子使用者の車の乗降について）を視聴し、意見交換会を実施。

合計 27

（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点等から開催を自粛）

（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点等から開催を自粛）

十勝 2

釧路 1
合理的配慮に対する取組や苦慮した事例等について

根室 1

留萌 2

宗谷 3

オホーツ
ク

3

令和４年度　地域づくり委員会における主な協議事項

後志 3

日高 3

渡島 1

檜山 2

上川 4

障がい者の地域生活及び新型コロナウイルス影響下における課題について

障がい者の虐待防止・権利擁護、北海道障がい者条例、障がい者差別解消法の一部改正等についての周知

障がい児支援について（地域課題）

8050問題について（地域課題）

「誰もがアタリマエに暮らせるまちづくり」、「障害者福祉の基本」、「障害福祉の権利擁護」について（講話）

相談支援体制の充実・強化について（地域課題）

障がい（児）者と地域住民の相互理解について（地域課題）

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる障がい者に対する合理的配慮の提供について

障がい者の就労について

障がい者が地域で暮らすことについて

障がいのある方と地域住民の相互理解について（地域課題）

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる障がい者に対する合理的配慮の提供について

障がい者の権利擁護について

協議事項

地域の助け合いの活動の実際の状況等について

障がい者の移動支援について

障がい者支援のあり方について
空知 2

議会の傍聴や庁舎等の利用に係る条例等における障がいを理由とする不当な差別的取り扱いについて
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１　虐待相談等件数

　　 53件（ほかに北海道労働局からの通報処理54件）

（１）虐待相談の虐待者（疑い）と被虐待者（疑い）の障がい種別

養護者 従事者 使用者
従事

者・使
用者

身体障がい 3 3

知的障がい 27 2 29

精神障がい 8 4 1 13

身体、知的障がい 4 4

身体、精神障がい

身体、発達障がい

1 1

その他 1 1

不明 2 2

0 43 9 1 53

（単位：件）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待

身体障がい 2 1 3

知的障がい 21 4 11 5 2 43

精神障がい 2 8 1 3 14

身体、知的障がい 2 2 2 6

身体、精神障がい 1 1

1 1 2

その他 1 1 2

不明 2 2

27 6 26 9 5 73

２　虐待相談以外の相談・照会件数 （単位：件）

10

1  

11

虐待相談の種別・類型

発達障がい

身体、発達障がい

令和4年度　北海道障がい者権利擁護センター相談・通報等対応状況

（単位：件）

虐待相談の虐待者（疑い）

発達障がい

知的、精神障がい

合　計

合計

合計

被虐
待者
（疑
い）
の障
がい
種別

被虐
待者
（疑
い）
の障
がい
種別

知的、精神障がい

合　計

虐待相談以外の相談 　　　※「虐待相談以外の相談」の主なもの

市町村等からの照会・相談 ・医療機関や施設等への不満　等

合　計

（２）虐待相談の種別・類型（重複あり）
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1 知的
心理的
経済的

従事者

交際相手と余暇に会う約束をしていたが、施設職員から会うことを反対されて、携帯
電話を取り上げられた。また、本人の希望する金銭（交通費等）の使用を制限した。

市町村へ通報
（法第16条）

2 身体・知的
身体的
放棄・放置

従事者

介助の際に支援員がスマートフォンを見て、本人の様子を見ていなかった。また、本
人が立ち上がろうと手すりを掴んだ際、力ずくで手を離させ怪我をさせた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

3 知的・精神
身体的
心理的
放棄・放置

使用者

障がい特性を考慮せずに業務をさせ、心身の状態を悪化させている。また、そのこと
について職場に改善を要望するも対応してもらえない。

労働局へ報告
（法第24条）

4 知的
身体的
心理的

従事者

利用者から衣服の着脱介助の拒否が続いたことや時間に追われていたこと等があ
り、利用者の頬を強く押さえつけ、拳を振り下ろす等の威嚇行為を行った。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

5 精神 経済的 従事者

利用者の作業工賃について、書類整備に不備があり、工賃支給の計算の際に関係
書類を見つけられず、作業時間0時間と思い込み、２カ月分の工賃を支給しなかった。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

6 知的
身体的
心理的

従事者

利用者の骨折している左拇指を強く握ったり押したりしたことに加え、「こんなの痛くな
いしょ」と一方的に声をかけた。目撃した他の職員が制止したにもかかわらず、当該
行為が繰り返された。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

7 精神 性的 従事者

利用者に対し、支援から逸脱した性的な内容と認識される内容を含むショートメール
を送信した。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

8 知的
身体的
放棄・放置

従事者

夕食準備中の食堂で利用者が職員から顔や頭部を複数回殴打された。また、利用者
は殴られたことにより顔に痣が生じるほどの怪我をおっていたが、通院等による処置
はされていない。

市町村へ通報
（法第16条）

9 その他
身体的
心理的

従事者

事業所内に設置した「お尻たたき棒」とよばれる物で児童複数名が叩かれた。また、
悪いことをしたら棒で叩かれるという不安を与えた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

10 知的 身体的 従事者

職員室の電話に出ようとした児童の襟首をつかんで投げた。
玄関で上着の着脱に手間取っていた児童を職員室へ連れて行き、電気を点けず、鍵
をかけて閉じ込めたほか、他児童とおもちゃの取り合いをし際にも同様に職員室へ連
れて行き、鍵をかけて閉じ込めた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

11 知的
性的
心理的

使用者

職場の休憩室兼事務所で店長から突然キスをされたほか、「１回だけ（胸を）揉ませ
て」と言われ拒否したが、このことを誰にも言わないよう口止めされた。
また、店長から「デブ」と言われたり、「私は奴隷」と言うように強制されたほか、休暇申
請に正当な理由なく許可しないような発言があった。

労働局へ報告
（法第24条）

12 精神 心理的 使用者

復職にあたって、振り返りの面談を上司と行った際に、「１つのことしかできないのは
片端であるのと一緒である」等と差別的な発言があった。

労働局へ報告
（法第24条）

13 精神 心理的 従事者

「入居継続のための誓約書」の中で「管理者の指示に従い反抗しない」とした表現を
用い、管理者が優位な立場となる誓約を求めた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

14 知的 性的 従事者

職員が利用者に「イチャイチャしたい」、「添い寝したい」などの性的な意図があると判
断できるＬＩＮＥでのやりとりを行うとともに、実際に利用者に対し、抱きつくなどした。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

15 知的 身体的 従事者

利用者が血圧測定の際に血圧計を机に複数回叩きつけたため、職員が両手を押さえ
た。また、これに対し、利用者が職員の手首に噛みついたため、当該職員が利用者
の額を叩いた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

16 知的 身体的 従事者

利用者が他利用者に対し、他害行為を行ったため、職員が仲裁に入ったが、利用者
が興奮して抵抗し行為を止めなかったため、職員が利用者の左頬を右手で叩いた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

17 身体 身体的 従事者

利用者より何度も水を飲みたいと訴えられたため、少し時間をおいて飲むよう声かけ
をした後、居室で髭剃りをしてもらおうと当該利用者にシェーバーを渡したところ、
シェーバーを職員に投げつけたため、感情的になった職員がシェーバーで利用者の
右前頭部を叩き、打撲傷を負わせた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

番号
被虐待者
(疑い)の障が
い種別

虐待（疑い）
の類型

虐待者
（疑い）

概要 センターの対応

３　虐待相談の概要
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18 知的
身体的
心理的
放棄・放置

従事者

複数の職員が利用者を居室に閉じ込めたり、長時間全裸の利用者を放置したりした。
また、職員が器からこぼれた食事をたべさせる等の行為を行った。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

19 知的 身体的 従事者

トイレで介助中にふらついた利用者が職員に倒れかかり、その勢いで職員自身も床
に倒れた際、痛みが引き金となり、利用者の首に「喉輪」を行って怪我を負わせた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

20 精神
心理的
放棄・放置

従事者

管理者が脱衣所やトイレへ監視カメラの設置を行うことを示唆したり、一方的にグ
ループホームでの共同生活が難しいと判断し、サテライトの利用を提案し、これに従
わない場合は退去を求めた。また、利用者が具体的な支援を文書で求めたが、退去
方針を理由に一切の対応を行わないなどした。

市町村へ通報
（法第16条）

21 知的
身体的
放棄・放置

従事者

朝方、居室からリビングに出てきた利用者に対し、職員が両腕を掴んで、臀部を蹴っ
た。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

22 身体・知的 放棄・放置 従事者

夜勤職員が車椅子を利用している利用者の支援を行わず、長時間放置したことによ
り、両足が血行不良で変色した。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

23 知的 身体的 従事者

夜勤帯に職員が利用者の頭を叩いた。 市町村からの報
告を受理（法第
17条）

24 知的 身体的 従事者

利用者が背中から職員に倒れてきたため、びっくりして利用者を軽く叩いた。また、
「ふざけたら駄目でしょ、怪我してない」といって、頭を叩いた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

25 身体 心理的 従事者

職員が入浴介助中に「（他の利用者を）殴ってやりたい気持ちになったこともあった」と
発言。それに対し、利用者が発言を注意すると、「うるさい、この野郎」と発言した。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

26 知的 性的 従事者

職員が利用者と個人的に連絡を取り合い、支援と逸脱した性的な内容を含む不適切
なやりとりを行っていた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

27 知的 身体的 従事者

居室からリビングに出た利用者に対し、職員がこめかみ付近を平手打ちした。 市町村からの報
告を受理（法第
17条）

28 知的 心理的 従事者

精神的に不安定になると他の利用者や支援者をつねったり、髪を引っ張ったりするこ
とがある利用者に対して、不安定時の支援の際に「やめなさい」等の言葉を感情的、
威圧的に強く言ったり、利用者からつねられた際に職員が強く押してやり返す行為が
あった。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

29 知的 身体的 従事者

利用者が朝から不調でトイレの物を投げたり、テーブルをひっくり返し暴言を言ってい
たため、職員が「駄目だよ」と声かけしていた。テーブルをひっくり返した際の他害のお
それや支援員自身がカッとなり、利用者の右側頭部から後頭部の付近を平手で一回
叩いた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

30 精神 経済的 従事者

利用者の通帳から私的な理由で金銭を引き出した。 市町村からの報
告を受理（法第
17条）

31 精神 心理的 使用者

「天井を拭いていない」「客前でため息をついた」「君にはコミュニケーション能力がな
い」など身に覚えのないことで叱責されたり、メールを送信したのに来ていないと叱責
された。

労働局へ報告
（法第24条）

32 知的 心理的 従事者

利用者が関わるトラブルが発生し職員が指導した際、大きく荒げた声で叱責し、壁を
叩きながら「殺してやるぞ」という暴言を言い恐怖心を与えた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

33 身体・知的
身体的
心理的

従事者

利用者を叩く、引っ張る、後ろから突き飛ばすなどの暴力や、不穏状態の時に他利用
者の向精神薬を服用させたり、不穏状態の時に部屋に閉じ込める等した。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

34 精神 心理的 使用者

事業主より威圧的に物事を言われ、うつ状態となった。 労働局へ報告
（法第24条）

35 精神 心理的
従事者
・使用者

相談時や面談時に管理者から叱責されたり、怒鳴り散らされるなどした。また、同僚
から人格を否定される。

労働局へ報告
（法第24条）

番号
被虐待者
(疑い)の障が
い種別

虐待（疑い）
の類型

虐待者
（疑い）

概要 センターの対応
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36 精神 心理的 使用者

上司から、背中を強く叩かれたり、健常者と障がい者を業務で使い分る、仲間内で無
視、雑談にいれてもらえないなどの嫌がらせを受けた。

労働局へ報告
（法第24条）

37 知的
身体的
心理的

従事者

他の職員に他害行為を行った利用児童に対し、体をひきずり別室に連れて行った。ま
た、利用児童の氏名を乱暴に叫ぶほか、「おい、おまえ」などの不適切な呼びかけを
行った。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

38 精神 心理的 従事者

利用者の障がい特性を考えずに、利用者が原因で管理者がうつ状態となった旨を伝
え、著しく不安にさせ、心理的外傷を与えた。また、契約書に基づく退去勧告ではない
にもかかわらず、一方的に退去を求めたほか、利用者の同意なく居室をチェックし、尊
厳を否定した。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

39 身体 身体的 従事者

更衣介助を依頼した利用者に対し、職員が「忙しいなあ、今やる？」等と発言したこと
から口論となり、利用者の体を押す又は引き寄せるという支援を逸脱した行為を行っ
た。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

40 知的 心理的 従事者

利用者が着用しているズボンの前面に尿による汚れがついていることを、他の利用者
や職員の面前で指摘した。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

41 知的
身体的
放棄・放置

従事者

利用者が職員を殴ったあと。興奮状態であったため、手を押さえたが、その結果、利
用者の顔に打撲の傷を負わせた。また、送迎中に利用者がトイレに行きたいと訴えた
が、正当な理由なくトイレに行かせなかった。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

42 知的
身体的
性的
心理的

従事者

ズボンとパンツを下げて廊下に寝かせる。不眠時に他の利用者の就寝時薬を飲ませ
る。利用者のお金で買った飲み物を飲んだり、捨てたりしたあと、水で薄めて渡すなど
した。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

43 知的
身体的
心理的
放棄・放置

従事者

先に利用者の食事を食べて食べ残しを与える。居室で失禁した際に平手うちやげん
こつをする。ベッドマットを朝まで敷かないで寝かせない、。意図的に足をかけて利用
者を後ろに倒して転ばせるなどした。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

44 知的 身体的 従事者

利用者の他害行為を制止したところ、手すりに頭突きするという自傷行為に発展した
ため、職員が制止。怪我をしないよう、床に倒したあと、それでも暴れたため、利用者
の顔を片足で踏んで押さえつけた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

45 知的 身体的 従事者

他害行為に及んだ利用者に対し、職員が利用者の顎付近を左手で押さえ、左頬を右
手拳の腹で叩いた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

46 不明 心理的 使用者

従業員が障がいのある方に対し、怒鳴り散らしている。また、障がいのある方への言
葉の暴力が酷い。

労働局へ報告
（法第24条）

47 不明 心理的 使用者

会社の代表者と思われる者が、部外者のいる前で障がいがあると思われる従業者に
対し、「早くしろ」などと怒鳴り散らしている。

労働局へ報告
（法第24条）

48 精神 性的 従事者

職員が利用者と個人的に連絡を取り合い、好意があることを伝え、性交し、性的な身
体接触を行った。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

49 精神 経済的 従事者

利用者の金銭管理を行っていた管理者が、多額の金銭を引き出した後に失踪した。 市町村からの報
告を受理（法第
17条）

50 身体・知的 心理的 従事者

職員が点眼後に点眼薬を手で拭き取る利用者にそのことを注意するも、さらに手で拭
き取ったため、強い口調で怒鳴った上、利用者の朝食のお膳を下げ、朝食を提供しな
かった。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

51 知的 身体的 従事者

利用者の体臭に対して、サービス管理責任者が利用者本人に消臭スプレーをかける
ように促し、利用者が自らの顔にかけうようとしたため、サービス管理責任者が利用
者に代わって、顔にかからないようスプレーをかけた。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

52 知的 身体的 使用者

上記（№51）と同一事案。 労働局へ報告
（法第24条）

53 知的 経済的 従事者

利用者が購入したおやつを盗み食いした。行事食の注文、本人が購入したおやつの
提供の場面において、不必要な量を利用者へ提供し、残した物を得た。

市町村からの報
告を受理（法第
17条）

番号
被虐待者
(疑い)の障が
い種別

虐待（疑い）
の類型

虐待者
（疑い）

概要 センターの対応
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第９条　関係法令等との調和
○障害者就業・生活支援センターの設置促進

■

○障がい者の雇用拡大に向けた社会機運の醸成

■

■

○第６期北海道障がい福祉計画の策定等

■

■

○スポーツのする・みる・ささえる促進事業費

■ 環境生活部

○農福連携推進事業費

■ 農政部

○障がい者条例に係る普及啓発事業

■ 保健福祉部

■

○成年後見制度の利用促進

■ 保健福祉部

○就労支援に関する普及啓発

■ 保健福祉部

■

■

■

■

世代、性別、障がいの有無に関係なく参加できるパラ競技体験会・セミ
ナーを開催するとともに、パラスポーツ団体の活動支援を行った。

障がい者雇用の可能性がある産業の業界関係者にコーディネーターを派
遣するなどして、障がい者雇用の理解促進を図った。

障がい福祉サービス事業所の農業への参入を支援するとともに、農業に
取り組む事業所による販売イベント「農福連携マルシェ」等を開催する
とともに、農業生産者と障がい者就労施設等の農作業請負（施設外就
労）のマッチングを支援した。

農業分野における雇用人材の確保に向けた取組として、各振興局に設置
した福祉事業所向け相談窓口を運営するとともに、農作業体験会等の開
催や福祉事業者と農業者等との相互理解・基礎知識習得を目的としたセ
ミナー等を開催した。

障害者差別解消法や北海道障がい者条例の普及・啓発のため、障がい者
差別解消法道民フォーラムを全道３会場にて開催した。

各種会議や研修等における障害者差別解消法や障がい者条例の概要説明
や、イベント等における法・条例のパネル展示により、広く条例の理念
の普及を図った。

道の広報媒体等を活用し障がい者就労支援に関する普及啓発を実施し
た。

申請のあった道民・企業等に対し、「障がい者の就労支援」ロゴマーク
の使用を承認し、名刺等へ掲載すること等により、障がい者就労支援に
関する普及啓発を行った。

道及び指定法人により、企業・経済団体、関係機関等に対し、アクショ
ン及び障がい者就労支援企業認証制度のPRを行うとともに、登録企業等
の取組を道ホームページで公表し、障がいのある方の就労支援に関する
理解の促進を図った。

市町村の体制整備を促進するため、司法専門職等との定期的な協議の場
を設置するとともに、市町村職員等への研修や専門職等による相談・助
言が得られる体制づくりを行った。

第10条　道民等の理解の促進
○北海道パラスポーツ連携促進事業(パラアスリート発掘プロジェクト)

パラリンピックなどの国際大会に向けて、パラスポーツ体験会の開催や
パラスポーツコーディネーターを設置し、道内出身のパラアスリートの
発掘及びパラスポーツの普及・啓発を行った。

環境生活部

令和４年度　北海道障がい者条例に基づく基本的施策等の概要

障害者総合支援法に定める第６期北海道障がい福祉計画（令和３～令和
５年度）に基づく施策の推進管理を行った。

保健福祉部

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率の状況を踏まえ、道内主要経済
５団体や、地域の主要経済団体に対する障がい者雇用促進についての要
請を実施するとともに、北海道障がい者条例の周知を実施した。

経済部

障がい者雇用の現状を紹介する「障がい者雇用促進パネル展」を開催
し、道民の障がい者雇用に関する一層の理解促進を図った。

障害者雇用促進法に基づき、道内１２ヶ所にセンターを設置し、障がい
者の職業生活における自立を図るための就業支援や就業に伴う日常生
活、社会生活上の相談・支援を行った。

経済部
保健福祉部
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○就労支援に関する普及啓発（つづき）

■ 保健福祉部

○障がい者の雇用拡大に向けた社会機運の醸成

■ 保健福祉部

経済部

■

■

○民間企業等との協働事業

■ 保健福祉部

■

○企業等の取組支援

■ 保健福祉部

■

■

■

■

○優先調達の推進

■ 保健福祉部

○北海道病院事業

■ 精神医療 道立病院局
道立病院として圏域における精神医療の中核的役割を担っているほか、
訪問看護などにより社会復帰と在宅生活の支援を行った。
また、緑ヶ丘病院では精神科救急医療を中心的に担う高規格の精神科専
門病棟として、スーパー救急病棟を運用した。

第12条　医療とリハビリテーションの確保

道及び指定法人が企業、経済団体及び関係機関等に対し、企業認証制度
及びアクションのPRを行うとともに、登録企業等の取組を道ホームペー
ジで公表したほか、認証の取得を促進するための配慮措置の一つであ
る、総合評価競争入札を実施した。

道や市町村が円滑に発注できるよう指定法人が優先調達の相談窓口とな
るほか、専門コーディネーターによる効果的なマッチングの推進、専用
ホームページ「ナイスハートネット北海道」の機能充実など、障害者就
労施設等の経営改善や受注拡大等の工賃向上に向け、共同受注システム
等の充実・強化を図った。

障害者就労施設等の工賃水準の向上を図るため、全ての就労継続支援施
設Ｂ型事業所に工賃向上計画の策定を求め、指定法人による就労支援業
務を効果的に推進した。

就労移行支援事業所のサービスの質の向上を図るため、自己評価制度に
よる評価を実施し、評価結果を公表した。

全道１２箇所の障害者就業・生活支援センターにおいて、障がい者の職
業生活における自立を図るための就業支援や就業に伴う日常生活、社会
生活上の相談・支援を行った。

大型商業施設（アリオ札幌・イオン苫小牧店）での障害者就労施設等の
製品の販売イベントを実施した。

コンビニエンスストアチェーン店（セイコーマート）のポイント交換ギ
フトカタログで障害者就労施設等の製品を取り扱うことにより、障害者
就労施設等の製品の販路拡大を行ったほか、道内書店（株式会社三省堂
書店）において、障がい者福祉に対するより一層の理解を深めることを
目的に、「障がい者理解促進ブックフェア」を開催した。

障害者就労施設等への官公需の発注促進のため、優先調達方針を策定し
周知を図るなどして、特定随意契約制度の全庁的な活用を推進した。

第11条　企業等の取組の支援

保健福祉部・経済部の出先機関における庁舎清掃業務の委託契約におい
て、総合評価競争入札制度を実施した。

経済部における一部委託業務において、プロポーザル方式による随意契
約を実施し、「北海道働き方改革推進企業認定制度」における認定を受
けた企業のうち、同制度の評価基準にある「障がい者就労支援企業認証
制度」の一定以上の認証ポイントを取得している企業に対しての優遇措
置を行った。

全道１２箇所の障害者就業・生活支援センターにおいて、障がい者の職
業生活における自立を図るための就業支援や就業に伴う日常生活、社会
生活上の相談・支援を行った。

労働政策協定に基づき北海道労働局及び独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構との共同により、北海道教育庁と連携し、道内の特別支
援学校17校において、企業向け見学会を開催し、企業の障がい者雇用へ
の意識の醸成を図った。



14

○北海道病院事業（つづき）

■ 精神科リハビリテーション 道立病院局

■ 児童思春期精神医療

■ 小児高度専門医療

○身体障害者扶助費（更生医療）

■ 保健福祉部

○バス利用促進等総合対策事業費補助金

■ 総合政策部

○交通安全施設等整備事業

■ 建設部

○市町村地域生活支援事業（移動支援事業）

■

■

○盲ろう者通訳・介助員派遣事業

■ 保健福祉部

○身体障害者補助犬育成事業費補助金

■ 保健福祉部

○特別支援教育総合推進事業

■ 教育庁

■

○発達支援センター事業

■ 保健福祉部

○私立幼稚園等管理運営費補助金

■ 総務部

歩道のバリアフリー化や視覚障がい者用誘導ブロックの設置を行った。

市町村が実施する、障がい者が日常生活能力等の回復、向上若しくは獲
得のために行う医療の支給に要する経費の一部を負担することにより身
体障がい者福祉の向上を図った。

緑ヶ丘病院及び向陽ヶ丘病院において、回復途上にある精神障がい者の
円滑な社会復帰を促進するため、精神科デイケアを実施した。

緑ヶ丘病院において、先駆的・専門的な児童・思春期患者の外来医療を
提供した。

子ども総合医療・療育センターにおいて、小児高度専門医療と療育の一
体的な提供のほか、ハイリスクの胎児や新生児に対する周産期医療、先
天性心臓疾患に対する最先端医療、医療と療育が連携した医学的リハビ
リテーションなどの機能を提供した。

第13条　移動手段の確保

高齢者や障がい者等の利便性や安全性向上のため、乗合バス事業者が実
施するノンステップバスの導入に対して国と協調して助成を行った。

北海道盲導犬協会等に助成を行い、身体障がい者の就労や日常生活等を
支援する身体障害者補助犬の育成や普及啓発等を支援した。

第14条　切れ目のない支援

各教育局における特別支援連携協議会の開催や専門家チームによる巡回
相談等の取組のほか、「特別支援教育充実セミナー」を開催し、個別の
教育支援計画の活用や関係機関との連携推進を図った。

幼稚園、小・中学校、高等学校の特別支援教育コーディネーター等を対
象にした「特別支援教育充実セミナー」(14会場）、特別支援教育を担
当する教員を対象とした「特別支援教育基本セミナー」（14会場）や進
路担当者等を対象とした「特別支援教育進路指導協議会」（14会場）を
開催した。

各市町村においてサービス内容等に格差が生じていることから、市町村
に対し、サービス提供体制の整備や支給基準策定の助言を行った。

視覚と聴覚の重複障がいのある重度の盲ろう者に対し、外出時の移動等
の際に支援を行う介助員を派遣した。

発達の遅れや障がいのある児童とその家族が、身近な地域において適切
な相談支援等を受けることができるよう、市町村が実施する子ども発達
支援センターへの支援を行うとともに、地域の中核的な施設として重層
的な地域支援を行う市町村中核子ども発達支援センターを認定し、地域
連携体制の構築等を行った。

第15条　保健・福祉及び教育との連携

特別支援教育の充実を図るため、障がいのある幼児の就園を受け入れて
いる私立幼稚園に対して助成を行った。

屋外での移動が困難な障がい者等の社会参加を促進するため、市町村の
移動支援事業に対する助成を行った。

保健福祉部
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○特別支援学校における医療的ケア体制整備事業

■ 教育庁

○地域子ども・子育て支援事業費補助金（放課後児童健全育成事業）

■ 保健福祉部

○障がい児等支援体制整備事業

■ 保健福祉部

■

■

○道営住宅整備事業

■ 建設部

○すべての人にやさしいまちづくり推進事業

■ 保健福祉部

○重層的支援体制構築に向けた都道府県後方支援事業

■ 保健福祉部

○児童家庭支援センター運営事業

■ 保健福祉部

○発達障害者支援センター運営事業

■ 保健福祉部

○精神障がい者家族相談員設置事業

■ 保健福祉部

○障がい福祉計画等圏域連絡協議会

■ 保健福祉部２１障がい福祉圏域ごとに設置した、障がい福祉計画等圏域連絡協議会
において、令和３年度から令和５年度までを計画期間とする第６期障が
い福祉計画の推進管理、市町村障害福祉計画の推進調整及び圏域調整並
びに地域づくり委員会に提案する施策上の課題について協議を行った。

精神障がい者家族相談員を設置し、精神障がい者及びその家族等からの
相談に応じ、必要な指導、助言を行った。

第18条　地域間格差の是正等

市町村が実施する対象者の属性を問わない相談支援等を一体的に行う重
層的支援体制整備事業の取組を支援するため、市町村内連携促進説明会
の開催、市町村間の情報共有の場づくり、重層的支援体制整備人材養成
研修を行った。

第17条　障がい者の家族に対する配慮

地域に密着した相談・支援体制を強化するため、児童や家庭に対する各
般の問題につき、児童、家庭、地域住民などからの相談に応じ、必要な
助言を行うとともに、保護を要する児童やその保護者に対する指導及び
児童相談所等との連携・連絡調整を総合的に行った。また、必要に応じ
心理療法等を通じて、子どもの心理的側面からのアプローチを行った。

発達障害者支援（地域）センターを委託運営し、発達障がい者及びその
家族に対し、相談・情報提供等の専門的支援を行うとともに、各地域に
おける市町村及び関係機関の体制整備に対する支援を行った。

障がい児等支援連携体制整備事業
北海道教育庁と協働し、地域での関係機関の連携体制の整備を推進し
た。

発達支援関係職員実践研修事業
北海道教育庁と合同で、14振興局で教員・市町村職員等を対象に研修を
行った。

難聴児等支援事業
道立聾学校、市町村、関係機関等と連携し、難聴児等の発達の促進を図
るための取組を行った。

高齢者、障がい者、妊産婦をはじめ、全ての人々にとって利用しやすい
建物とするため、道立施設のバリアフリー化等、必要な改善整備を行っ
た。

第16条　高齢者施策等との連携

新たに建設する全ての道営住宅について、ユニバーサルデザインの視点
に立った整備を実施した。

既存の小学校の余裕教室等の改修等や必要な設備の整備などの環境整備
を行うことにより、新たに放課後児童健全育成事業を実施する放課後児
童クラブの設置促進等を図った。また、放課後児童健全育成事業を実施
する施設（放課後児童クラブ）へのボランティアの派遣や障がい児受入
のための支援員の確保等を行う事業に対し助成を行った。

特別支援学校に在籍し医療的ケアが必要な児童生徒の教育機会の確保を
図るため、非常勤看護師を配置するとともに、看護師や教員が必要な知
識・技能等を習得するための研修会や医療的ケアに精通した医師の学校
への巡回相談を行った。

第15条　保健・福祉及び教育との連携（つづき）
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北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい
地域づくりの推進に関する条例

平成21年３月31日
北海道条例第50号

目 次
第１章 総則（第１条―第８条）
第２章 障がい者を支える基本的施策等（第９条―第18条）
第３章 障がい者の権利擁護（第19条―第21条）
第４章 障がい者が暮らしやすい地域づくり

第１節 地域づくりに関する基本指針の策定（第22条―第26条）
第２節 道の支援（第27条）

第５章 障がい者に対する就労の支援（第28条―第32条）
第６章 北海道障がい者就労支援推進委員会（第33条―第40条）
第７章 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会（第41条―第48条）
第８章 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部（第49条―第51条）
第９章 雑則（第52条・第53条）
附則

第１章 総 則
（目的）
第１条 この条例は、障がい者及び障がい児の権利を擁護するとともに、障がいがあることによって障

がい者及び障がい児がいかなる差別、虐待も受けることのない暮らしやすい地域づくりを推進する
ため、障がい者及び障がい児の視点に立って、道の施策の基本となる事項、道が実施すべき事項及
び道と市町村との連携により実現すべき事項などを定めること等により、地域における障がい者及
び障がい児の権利を擁護し、及び生活の支援に向けた環境を整備し、もって北海道の障がい者及び
障がい児の福祉の増進に資することを目的とする。

（定義）
第２条 この条例において「障がい」とは、障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定

する障害をいい 「障がい者」とは同号に規定する障害者をいう。、
２ この条例において「障がい児」とは、障がい者のうち、18歳未満のものをいう。
３ この条例において「暮らしやすい地域づくり」とは、障がい者が必要とする配慮と支援の提供及
び共に生活する地域住民の理解や協力の下で、障がい者の希望や意欲に基づいた、地域における社
会生活が保障される地域づくりをいう。

（基本理念）
第３条 障がい者の権利を実現し、及び社会参加を確保するための社会生活に関する施策の推進に当

たっては、次に掲げる事項を基本とする。
(１) 行政機関、学校、地域社会、道民、事業者その他関係団体が、相互に連携して社会全体で取

り組むこと。
(２) 障がい者への差別を防止し、障がい者の暮らしづらさを解消し、及び障がい者の権利を最大

限に尊重すること。
(３) 保健、医療、福祉、労働、経済、教育その他障がい者に関するあらゆる分野において、総合

的に取り組むこと。
(４) 道内における地域間の格差の是正を図ること。

（道の責務）
第４条 道は、この条例の目的を達成するため、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という ）。

に基づき、暮らしやすい地域づくりを推進する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければ
ならない。

（道と市町村の連携）
第５条 道は、障がい者施策における市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村がその地域の特

性に応じ、この条例の趣旨に合致した施策を実施することができるよう、市町村との緊密な連携を
図るとともに、市町村に対して情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講じるよう努めな
ければならない。
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（道民等の役割）
第６条 道民、事業者及び関係団体（以下「道民等」という ）は、基本理念に基づき、障がい及び障。

がい者に対する理解を深めるとともに、暮らしやすい地域づくりを推進するための施策に協力する
よう努めるものとする。

（情報の提供）
第７条 道及び障がい者に係る情報を有するものは、情報の保護に留意するとともに、相互に連携し、

その責任と能力に応じて暮らしやすい地域づくりを推進するために、障がい者が必要とする情報の
提供に努めるものとする。

（財政上の措置）
第８条 道は、障がい者の社会生活に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努

めるものとする。

第２章 障がい者を支える基本的施策等
（関係法令等との調和）
第９条 道は、障がい者の社会生活に関する施策の推進に当たっては、障害者基本法、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援
法」という ）その他の関係法令との調和を図りながら、効果的な施策の展開を図らなければなら。
ない。

（道民等の理解の促進）
第10条 道は、道民等が障がい及び障がい者に対する理解を深めるよう、普及啓発その他必要な措置を

講ずるものとする。

（企業等の取組の支援）
第11条 道は、地域における障がい者の自立した生活の確保に向けた企業その他の事業者による自主的

な取組を支援するよう努めなければならない。

（医療とリハビリテーションの確保）
第12条 道は、地域で生活する障がい者に必要な医療とリハビリテーションを確保するよう努めなけれ

ばならない。

（移動手段の確保）
第13条 道は、地域で生活する障がい者の障がいの別及び程度にかかわらず、いかなる差別も受けるこ

となく必要な移動の手段が確保されるよう、公共交通事業者その他の関係者の理解を得ることがで
きるよう努めなければならない。

（切れ目のない支援）
第14条 道は、障がい者の乳幼児期、学齢期等生涯を通じて一貫した切れ目のない支援を確保できるよ

う努めなければならない。

（保健・福祉及び教育との連携）
第15条 道は、保健・福祉と教育の連携を推進するに当たっては、次の点に配慮しなければならない。

(１) 障がい児の希望などに応じた教育及び保育が受けられるようにすること。
(２) 障がい児を受け入れる教育機関において、関係機関との連携等を通じて、必要な介助、医療

的ケア及び自立活動の指導の充実が図られるようにすること。
(３) 前号の教育機関の取組の推進を図るため、道及び関係機関は専門知識を有する人材の育成及

び確保に努めること。
(４) 障がい児に対する支援が、学校及び放課後を問わず、地域全体の連携及び協力の下で行われ

ること。
(５) 学校教育及び社会教育など生涯学習の場において、障がい者に関する理解の促進が図られる

ようにすること。

（高齢者施策等との連携）
第16条 道は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、地域の特性に応じ、共生型事業（障がい者、

高齢者、子どもなど地域福祉に係る施策について、これらを一体的に実施する事業をいう。以下こ
の条において同じ ）の普及に努めるとともに、市町村が共生型事業を実施するに当たっては、必。
要な支援に努めなければならない。



18

（障がい者の家族に対する配慮）
第17条 道は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、障がい者の家族に対して必要な配慮をしな

ければならない。

（地域間格差の是正等）
第18条 道は、この条例に基づく障がい者の社会生活に関する施策の実施に当たっては、障がい者が希

望する地域において暮らすことができるよう、サービス基盤の地域間格差の是正と地域間の均衡に
配慮しなければならない。

第３章 障がい者の権利擁護
（障がいを理由とする差別の禁止等）
第19条 道は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者と不当な差

別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
２ 道は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁（障害者基本法第２条第
２号に規定する社会的障壁をいう。以下この項及び次条第２項において同じ ）の除去を必要とし。

ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者
の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、
社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

第19条の２ 事業者及び関係団体は、その事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない
者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

２ 事業者及び関係団体は、その事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要と
している旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい
者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じ
て、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

第20条 道民は、学校、公共交通機関、職場その他障がい者が生活をするために必要な場において、
障がい者が障がい者でない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができる
よう必要かつ合理的な配 慮 をするように努めるとともに、障がい者に対して障がいを理
由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

（虐待の禁止）
第21条 何人も、障がい者に対し、次に掲げる行為（以下「虐待」という ）を行ってはならない。。

(１) 障がい者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(２) 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること。
(３) 障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置及び遺棄等監護すべき職務上の義

務を著しく怠ること。
(４) 障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷

を与える言動を行うこと。
(５) 障がい者の財産を不当に処分することその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得るこ

と。

第４章 障がい者が暮らしやすい地域づくり
第１節 地域づくりに関する基本指針の策定

（基本指針）
第22条 知事は、地域間の福祉サービス等の格差及び障がいの有無や程度による社会参加の機会の不均

衡の是正を図りながら、障がい者が暮らしやすい地域づくりを推進するため、市町村が実施するこ
とが望ましい事項等の基本的な指針（以下「基本指針」という ）を定めるものとする。。

第23条 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(１) 地域で暮らす障がい者に対する相談支援体制の確保に関すること。
(２) 障害者総合支援法第89条の３第1項に規定する協議会（市町村が設置するものに限る ）の設。

置及び運営に関すること。
(３) 地域で暮らす障がい者や当該障がい者の支援に関する地域資源の実態の把握に関すること。
(４) 地域住民と地域における関係者との連携や協力等による障がい者の支援体制（災害時の支援

を含む ）の確保に関すること。。
(５) 地域で暮らす障がい者の就労支援に関すること。
(６) 調整委員会（地域で暮らす障がい者に対する暮らしづらさの解消を図るために、市町村が設
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置する協議組織をいう ）に関すること。。
(７) 前各号に掲げるもののほか、障がい者が暮らしやすい地域づくりについて必要な事項に関す

ること。

（意見聴取等）
第24条 知事は、基本指針を策定するに当たっては、あらかじめ、障がい者と障がい者の家族及び関係

団体の意見を聴くとともに、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければな
らない。

（公表）
第25条 知事は、基本指針を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

（準用）
第26条 前２条の規定は、基本指針の変更について準用する。

第２節 道の支援
第27条 道は、基本指針に基づく施策の促進を図るとともに、基本指針に基づく市町村の取組に対して、

次に掲げる支援のための措置を講じなければならない。
(１) 障がい者に対する支援の状況を勘案して規則で定める圏域ごとに市町村の取組に対する助言

等を行う支援員を配置すること。
(２) 基本指針に基づく施策に必要な人材を養成すること。
(３) その他市町村における必要な体制の整備に対する支援策を講ずること。

第５章 障がい者に対する就労の支援
（就労支援に関する施策）
第28条 道は、障がい者の希望と適性に応じ、障がい者が雇用契約に基づき就労することが可能となり、

及び福祉的就労関係事業所（障害者総合支援法に基づく就労継続支援その他就労関係の事業を実施
する事業所をいう。第31条第３項及び第32条において同じ ）における工賃の水準の向上その他必。
要な環境が整備されるよう、企業、関係行政機関その他関係者との連携及び協力により、必要な施
策を講じなければならない。

２ 道及び障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第43条第１項に規定する事
業主又は使用者は、同条第２項で定める障害者雇用率の達成はもとより、一層の障がい者雇用の促
進に努めなければならない。

３ 前項以外の事業主又は使用者は、事業内容などを勘案して、障がい者の雇用促進に努めるものと
する。

４ 道及び事業主又は使用者は、障がいを理由に、採用の拒否、解雇及び賃金、昇進等の労働条件や
労働環境において、不利益又は不当な扱いを行わないよう努めなければならない。

（就労支援推進計画の策定）
第29条 道は、前条の施策を実施するための計画（以下「就労支援推進計画」という ）を策定しなけ。

ればならない。
２ 就労支援推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、第33条の北海道障がい者就労支援推進
委員会の意見を聴かなければならない。

（認証制度）
第30条 知事は、障がい者の就労を支援する施策を推進するため、障がい者の就労支援を行う事業者に

対する認証を行うものとする。
２ 前項の認証のための基準は、規則で定める。
３ 知事は、事業者による第１項の認証の取得を促進するため、低利の融資、入札上の優遇その他の
措置を講ずるものとする。

４ 知事は、第１項の認証を取得した事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当
該認証を取り消すことができる。
(１) 認証の内容又は条件に違反したとき。
(２) 偽りその他不正の手段により認証を受けたとき。

（指定法人）
第31条 知事は、第３項に規定する障がい者の就労を支援する施策を推進する業務を実施させるため、

道内の法人（非営利の法人に限る ）であって、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、。
その申請により指定することができる。
(１) 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、そ
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の計画を確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すると認められること。
(２) 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、障がい者の就労の支援を推

進するに資すると認められること。
２ 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者（以下「指定法人」とい
う ）の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名を公示しなければならない。。

３ 指定法人は、道の監督の下、次に掲げる業務を行う。
(１) 障がい者の就労支援を推進する観点から、福祉的就労関係事業所の販路の確保に関すること。
(２) 障がい者の就労支援を推進する観点からの市場調査、商品開発及びサービスの質の向上に関

すること。
(３) 前条に規定する認証制度に関する業務のうち規則で定める事項
(４) その他障がい者の就労支援に関し必要な事項であって規則で定める事項

４ 指定法人は、毎事業年度、規則で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、知
事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

５ 道は、障がい者の就労の支援に関する業務の一部について、指定法人に行わせることができる。
６ 指定法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書を作成し、及び知事に
提出し、その承認を受けなければならない。

７ 知事は、この条の規定を施行するため必要な限度において、指定法人に対して、第３項の業務に
関し、監督上必要な命令をすることができる。

８ 知事は、有識者で構成する評価委員会を設置し、指定法人の事業評価を行わせなければならない。
９ 知事は、指定法人が第１項に定める要件を欠き、又は第７項に定める命令に違反した場合は、指
定を取り消すことができる。

10 前各項に定めるもののほか、指定法人に関し必要な事項は、規則で定める。

（調達等への配慮）
第32条 道は、障がい者の就労を支援する施策を推進するため、道の物品又は役務の調達等に当たって

は、福祉的就労関係事業所及び第30条の認証を取得した事業者に対し配慮するよう努めるものとす
る。

第６章 北海道障がい者就労支援推進委員会
（設置）
第33条 北海道における障がい者の就労の支援を推進するため、知事の附属機関として、北海道障がい

者就労支援推進委員会（以下「推進委員会」という ）を置く。。

（所掌事項）
第34条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(１) 知事の諮問に応じ、障がい者の就労を支援する施策の推進に関する重要事項を調査審議する
こと。

(２) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務に関すること。
２ 推進委員会は、障がい者の就労の支援の推進に関し必要と認める事項を知事に建議することがで
きる。

（組織）
第35条 推進委員会は、委員20人以内で組織する。

（委員）
第36条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(１) 障がい者
(２) 学識経験を有する者
(３) 障がい者の保健福祉に関係する団体の役職員
(４) 事業者（法人にあっては、その役職員）
(５) 関係行政機関の職員
(６) 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残
任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）
第37条 推進委員会に会長及び副会長を置く。
２ 会長及び副会長は、委員が互選する。
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３ 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定める順序により、その
職務を代理する。

（会議）
第38条 推進委員会の会議は、会長が招集する。
２ 推進委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（部会）
第39条 推進委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
２ 部会は、推進委員会から付託された事項について調査審議するものとする。
３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
４ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

（会長への委任）
第40条 この章に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮っ

て定める。

第７章 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会
（設置）
第41条 道は、規則で定める圏域ごとに、障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会（以下「地域づく

り委員会」という ）を設置する。。

（所掌事項）
第42条 地域づくり委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(１) 障がい者の地域での暮らしを支えるサービスに関すること。
(２) 差別や虐待及び権利擁護に関すること。
(３) その他地域で暮らす障がい者の暮らしづらさに関すること。

２ 前項に定めるもののほか、地域づくり委員会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律（平成25年法律第65号）第18条第1項に規定する情報の交換及び協議を行う。

（組織）
第43条 地域づくり委員会は、委員10人以内で組織する。

（委員）
第44条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

(１) 当該圏域で生活する障がい者
(２) 地域住民
(３) 学識経験者
(４) 関係行政機関の職員

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（規則への委任）
第45条 第41条から前条までに定めるもののほか、地域づくり委員会に関し必要な事項は、規則で定め

る。

（地域づくり推進員）
第46条 道は、地域づくり委員会を運営するため、第41条で規定する圏域ごとに、知事の委嘱により、

地域づくり推進員を置く。
２ 地域づくり推進員は、地域づくり委員会を招集するとともに、その運営に係る地域づくり委員会
を総理する。

３ 地域づくり推進員は、地域づくり委員会において協議する事項に応じ、委員のうちから適当なも
のに対し、協議に参加させるものとする。

４ 前項の規定にかかわらず、地域づくり推進員は、協議する事項に応じ、必要と認める参考人に対
し、協議への参画を求めることができる。

５ 地域づくり推進員は、第42条第1項各号に掲げる事項について、第49条第１項に規定する北海道
障がい 者が暮らしやすい地域づくり推進本部に審議を求めることができる。
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（調査）
第47条 知事又は地域づくり推進員は、虐待に関する事案及び障がい者の権利に重大な支障を及ぼす事

案に係る協議に際して必要な事実を確認する場合にあっては、当該協議に必要な事実に関し、調査
を行うことができる。この場合において、調査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに
協力しなければならない。

（勧告等）
第48条 地域づくり推進員は、地域づくり委員会における協議の結果、すべての委員の賛成により、著

しい暮らしづらさがあると判断した場合にあっては、当該暮らしづらさの原因となる者に対して、
改善のための指導をすることができる。

２ 前項の指導（虐待及び障がい者の権利に重大な支障を及ぼす事案に限る ）の結果、改善が図ら。
れない場合にあっては、地域づくり推進員は、知事に対して、当該暮らしづらさの原因となる者に
対して改善を勧告することを求めることができる。

３ 前項に規定する求めがあった場合、知事は、改善の勧告を行うことができる。この場合において
は、知事は、あらかじめ期日、場所及び事案の内容を示して、当該事案の原因となる者又はその代
理人の出頭を求めて、意見の聴取を行わなければならない。

４ 前項の勧告を行ったにもかかわらず、改善が図られない場合にあっては、知事は、当該勧告内容
を公表することができる。

第８章 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部
（北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部）
第49条 障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、道に北海道障がい者が暮らしや

すい地域づくり推進本部（以下「推進本部」という ）を置く。。
２ 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(１) 暮らしやすい地域づくりの推進に関する重要事項の企画、調整及び推進に関すること。
(２) 各圏域に設置された地域づくり委員会から審議を求められた事項に関すること。
(３) その他障がい者施策の推進に関し必要な事項に関すること。

３ 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
４ 本部長は知事をもって、副本部長は副知事をもって充てる。
５ 本部員は、学識経験者、規則で定める関係行政機関の職員等をもって充てる。
６ 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。
７ 本部長に事故があるときは、副本部長のうちから、本部長があらかじめ指名する者が、その職務
を代理する。

８ 推進本部の会議は、本部長が招集する。

（調査部会）
第50条 推進本部に、前条第２項第２号に規定する事項について審議を行うために、調査部会を置く。
２ 調査部会の委員については、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
３ 調査部会に部会長及び副部会長を置く。
４ 部会長は、委員が互選する。
５ 部会長は、調査部会を代表し、会務を総理する。
６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（規則への委任）
第51条 前２条に定めるもののほか、推進本部及び調査部会の組織並びに運営に関し必要な事項は規則

で定める。

第９章 雑 則
（年次報告）
第52条 知事は、毎年度、議会に、この条例に基づき講じた障がい者の地域における社会生活に関する

施策の推進状況に関する報告を提出しなければならない。

（規則への委任）
第53条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、施行の準備等を勘案して、規則で定める日から施行する。ただし、第１章、第２章
及び第９章の規定は、公布の日から施行する。
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（経過措置）
２ 道は、就労支援推進計画を策定するに当たって、この条例の施行前に策定した同趣旨の計画につ
いては、その一部とみなすことができる。

（検討）
３ 知事は、この条例の施行の日から３年を目途として国内の法制度の動向等を踏まえて必要な措置
を講じ、その後は、５年を経過するごとに、この条例の施行状況について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（平成24年３月30日条例第37号）附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成25年３月29日条例第20号）附 則
この条例は、平成25年４月１日から施行する。

（平成28年３月31日条例第46号）附 則
この条例は、平成28年４月１日から施行する。


